
教職員のＳＮＳ等の利用に関する指針
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１ 教職員は、児童生徒との間でソーシャルネットワーキングサービスや電子メ

ール等（以下「ＳＮＳ等」という。）を用いた個人的（又は私的）なやりとりは

絶対に行わないこと。

２ 教職員は、教科指導、学級運営、部活動指導等を効果的に実施するために、

ＳＮＳ等を用いて生徒に必要な連絡を行う場合は、次の（ア）又は（イ）に限

ること。

（ア）教職員及び児童生徒に付与されたアカウントを使用して連絡する場合

（例 Google Classroom、Classi、スタディサプリ等）

（イ）あらかじめ校長の許可を得た個人のアカウントを使用して連絡する場合

３ ２の場合における連絡内容は、管理職、副担任、副顧問、学年主任など他の

教職員へ同時送信（CC 等）するなど、複数の教員間で共有し、児童生徒他の１

対１でのやり取りは行わないこと。

４ 児童生徒から意図せずにＳＮＳ等による緊急の連絡があった場合は、個々の

事案の内容や児童生徒の特性等に応じて適切に対応するとともに、速やかに管

理職へ報告すること。

５ 教職員は、ＳＮＳ等での以下のような内容についての投稿・送信は避けるこ

と。

○差別や偏見を助長する内容の投稿（人種、宗教、出自、政治的立場等）

○暴言、誹謗中傷、押しつけ、名誉を傷つける表現

○プライバシーの侵害、公序良俗に反する内容

○機密情報や法令・モラルに反する内容の発言

○職務上知り得たこと情報の漏洩（守秘義務違反）

○感情的・衝動的な発言


